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公布された教育委員会規則のあらまし

◆教育職員免許法施行細則の一部を改正する教育委員会規則（教育委員会規則第８号）
１ 趣旨
教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、北海道教育委員会公報への
記載事項の追加に係る規定その他所要の改正を行うため、この教育委員会規則を制定すること
とした。
２ 内容
(1) わいせつ行為等を含めた懲戒免職処分等の理由の主な類型等を記載することとされた省令
改正後の官報公告事項と同様の事項を、北海道教育委員会公報に告示する規定を設けること
とした（第32条関係）。
(2) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第14条の規定による所轄庁から免許管理者への
通知の際、様式上に処分の事由を記載する規定を設けることとした（別記第15号様式関係）。
(3) 教育職員免許法第８条の規定により北海道教育委員会が作製し、保存することとされてい
る免許状の原簿への記載の際、様式上に処分の事由を記載する規定を設けることとした（別
記第20号様式関係）。

３ 施行期日等
(1) この教育委員会規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員免許法施行細則の規定は、
令和３年４月１日から適用することとした（附則第１項関係）。
(2) この教育委員会規則による改正後の教育職員免許法施行細則（以下「改正後の施行細則」
という。）第32条の規定は、この教育委員会規則の適用の日（以下「適用日」という。）前に
教育職員免許法第10条第１項第２号に該当することにより免許状がその効力を失った者又は
同法第11条第１項若しくは第３項の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、
適用しないこととした（附則第２項関係）。
(3) 改正後の施行細則別記第15号様式の規定は、適用日後に教育職員免許法第10条第１項第２
号に規定する処分を受け、又は解雇された者について適用し、適用日前に同号に規定する処
分を受け、又は解雇された者については、なお従前の例によることとした（附則第３項関係）。

教 育 委 員 会 規 則

教育職員免許法施行細則の一部を改正する教育委員会規則をここに公布する。
令和３年４月９日

北海道教育委員会教育長 小 玉 俊 宏
北海道教育委員会規則第８号

教育職員免許法施行細則の一部を改正する教育委員会規則
教育職員免許法施行細則（昭和37年北海道教育委員会規則第４号）の一部を次のように改

正する。
第32条を次のように改める。
（公告）

第32条 免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行ったときは、北海道教育委員
会は、官報に公告するほか、次の各号に掲げる内容を北海道教育委員会公報に告示するも
のとする。
(1) 氏名
(2) 本籍地
(3) 免許状の種類
(4) 授与権者
(5) 免許状授与年月日
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(6) 免許状の番号
(7) 失効又は取上げの年月日
(8) 失効又は取上げの事由（法第10条第１項第２号若しくは第11条第１項の規定による失
効若しくは取上げ又は懲戒免職の処分を受け、若しくは解雇された校長、副校長若しく
は教頭に係る同条第３項の規定による取上げにあっては、次のいずれの理由による懲戒
免職又は解雇に係るものであるかの別を含む。）
ア 18歳未満の者又は自らが勤務する学校に在籍する幼児、児童若しくは生徒に対する
わいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント

イ わいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント（アに該当するものを除く。）
ウ 交通法規違反又は交通事故
エ 教員の職務に関し行った非違（アからウまでに該当するものを除く。）
オ アからエまでに掲げる理由以外の理由

別記第15号様式中
「

処分の事由 を

」
「

処分の事由 教育職員免許法第 条第 項第 号（同法施行規則第74条の２第 に
８号 ）該当

」
改める。
別記第20号様式を次のように改める。



3

令和３年(2021年)４月９日（金曜日） 北海道教育委員会公報 (号 外)

別
記
第
2
0
号
様
式
（
第
4
3
条
関
係
）

教
育

職
員

免
許

状
授

与
原

簿

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
横
型
と
す
る
。

免
許
状
番
号

フ
リ
ガ
ナ

第
号

教
科

氏
名

授
与
年
月
日

生
年
月
日

本
籍
地

普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資

格
を
得
た
日
の
属
す
る
年
度

教
員
資
格
認
定
試
験
に
合

格
し
た
日
の
属
す
る
年
度

法
第
1
6 条
の
３
第
２
項
又
は
第
17
条
第
１
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
年
度

法
施
行
法
第
２
条
の
表
の
上
欄
各
号
に

掲
げ
る
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
年
度

有
効
期
間
の
更
新
年
月
日

有
効
期
間
の
更
新
番
号

有
効
期
間
の
延
長
年
月
日

有
効
期
間
の
延
長
番
号

有
効
期
間
の
満
了
の
年
月
日

更
新
講
習
修
了
確
認

年
月
日
及
び
更
新
講

習
修
了
確
認
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
３

項
第
３
号
に
規
定
す
る
確

認
年
月
日
及
び
確
認
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
４
項
に

規
定
す
る
修
了
確
認
期
限
の
延

期
年
月
日
及
び
延
期
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
５

項
括
弧
書
に
規
定
す
る
認

定
年
月
日
及
び
認
定
番
号

修
了
確
認
期
限

基
礎
資
格
等

名
称

学
部
等

学
科
又
は
専
攻
分
野

基
礎
資
格

卒
業
年
月
日

修
得
単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

教
職
に
関
す
る
科
目

そ
の
他
の
科
目

単
位
以
上

単
位
以
上

単
位
以
上

根
拠
規
定

実
務
経
験
場
所

所
有
免
許
状

年
数

年
取
得
年
月
日

備
考

単
位
以
上

単
位
以
上

身
上
異
動
年
月
日

失
効
又
は
取
上
げ
の
年
月
日

失
効
又
は
取
上
げ
の
事
由

免
許
状
番
号

フ
リ
ガ
ナ

第
号

教
科

氏
名

授
与
年
月
日

生
年
月
日

本
籍
地

普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資

格
を
得
た
日
の
属
す
る
年
度

教
員
資
格
認
定
試
験
に
合

格
し
た
日
の
属
す
る
年
度

法
第
条
の
３
第
２
項
又
は
第
条
第
１
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
年
度

法
施
行
法
第
２
条
の
表
の
上
欄
各
号
に

掲
げ
る
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
年
度

有
効
期
間
の
更
新
年
月
日

有
効
期
間
の
更
新
番
号

有
効
期
間
の
延
長
年
月
日

有
効
期
間
の
延
長
番
号

有
効
期
間
の
満
了
の
年
月
日

更
新
講
習
修
了
確
認

年
月
日
及
び
更
新
講

習
修
了
確
認
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
３

項
第
３
号
に
規
定
す
る
確

認
年
月
日
及
び
確
認
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
４
項
に

規
定
す
る
修
了
確
認
期
限
の
延

期
年
月
日
及
び
延
期
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
５

項
括
弧
書
に
規
定
す
る
認

定
年
月
日
及
び
認
定
番
号

修
了
確
認
期
限

基
礎
資
格
等

名
称

学
部
等

学
科
又
は
専
攻
分
野

基
礎
資
格

卒
業
年
月
日

修
得
単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

教
職
に
関
す
る
科
目

そ
の
他
の
科
目

単
位
以
上

単
位
以
上

単
位
以
上

根
拠
規
定

実
務
経
験
場
所

所
有
免
許
状

年
数

年
取
得
年
月
日

備
考

単
位
以
上

単
位
以
上

身
上
異
動
年
月
日

失
効
又
は
取
上
げ
の
年
月
日

失
効
又
は
取
上
げ
の
事
由

免
許
状
番
号

フ
リ
ガ
ナ

第
号

教
科

氏
名

授
与
年
月
日

生
年
月
日

本
籍
地

普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資

格
を
得
た
日
の
属
す
る
年
度

教
員
資
格
認
定
試
験
に
合

格
し
た
日
の
属
す
る
年
度

法
第
条
の
３
第
２
項
又
は
第
条
第
１
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
年
度

法
施
行
法
第
２
条
の
表
の
上
欄
各
号
に

掲
げ
る
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
年
度

有
効
期
間
の
更
新
年
月
日

有
効
期
間
の
更
新
番
号

有
効
期
間
の
延
長
年
月
日

有
効
期
間
の
延
長
番
号

有
効
期
間
の
満
了
の
年
月
日

更
新
講
習
修
了
確
認

年
月
日
及
び
更
新
講

習
修
了
確
認
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
３

項
第
３
号
に
規
定
す
る
確

認
年
月
日
及
び
確
認
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
４
項
に

規
定
す
る
修
了
確
認
期
限
の
延

期
年
月
日
及
び
延
期
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
５

項
括
弧
書
に
規
定
す
る
認

定
年
月
日
及
び
認
定
番
号

修
了
確
認
期
限

基
礎
資
格
等

名
称

学
部
等

学
科
又
は
専
攻
分
野

基
礎
資
格

卒
業
年
月
日

修
得
単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

教
職
に
関
す
る
科
目

そ
の
他
の
科
目

単
位
以
上

単
位
以
上

単
位
以
上

根
拠
規
定

実
務
経
験
場
所

所
有
免
許
状

年
数

年
取
得
年
月
日

備
考

単
位
以
上

単
位
以
上

身
上
異
動
年
月
日

失
効
又
は
取
上
げ
の
年
月
日

失
効
又
は
取
上
げ
の
事
由

免
許
状
番
号

フ
リ
ガ
ナ

第
号

教
科

氏
名

授
与
年
月
日

生
年
月
日

本
籍
地

普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資

格
を
得
た
日
の
属
す
る
年
度

教
員
資
格
認
定
試
験
に
合

格
し
た
日
の
属
す
る
年
度

法
第
条
の
３
第
２
項
又
は
第
条
第
１
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
年
度

法
施
行
法
第
２
条
の
表
の
上
欄
各
号
に

掲
げ
る
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
年
度

有
効
期
間
の
更
新
年
月
日

有
効
期
間
の
更
新
番
号

有
効
期
間
の
延
長
年
月
日

有
効
期
間
の
延
長
番
号

有
効
期
間
の
満
了
の
年
月
日

更
新
講
習
修
了
確
認

年
月
日
及
び
更
新
講

習
修
了
確
認
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
３

項
第
３
号
に
規
定
す
る
確

認
年
月
日
及
び
確
認
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
４
項
に

規
定
す
る
修
了
確
認
期
限
の
延

期
年
月
日
及
び
延
期
番
号

改
正
法
附
則
第
２
条
第
５

項
括
弧
書
に
規
定
す
る
認

定
年
月
日
及
び
認
定
番
号

修
了
確
認
期
限

基
礎
資
格
等

名
称

学
部
等

学
科
又
は
専
攻
分
野

基
礎
資
格

卒
業
年
月
日

修
得
単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

教
職
に
関
す
る
科
目

そ
の
他
の
科
目

単
位
以
上

単
位
以
上

単
位
以
上

根
拠
規
定

実
務
経
験
場
所

所
有
免
許
状

年
数

年
取
得
年
月
日

備
考

単
位
以
上

単
位
以
上

身
上
異
動
年
月
日

失
効
又
は
取
上
げ
の
年
月
日

失
効
又
は
取
上
げ
の
事
由

1
7

1
6

1
6

1
7

1
7

1
6



4

令和３年(2021年)４月９日（金曜日） 北海道教育委員会公報 (号 外)

附 則
（施行期日）

１ この教育委員会規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員免許法施行細則の規定
は、令和３年４月１日から適用する。
（経過措置）

２ この教育委員会規則による改正後の教育職員免許法施行細則（以下「改正後の施行細則」
という。）第32条の規定は、この教育委員会規則の適用の日（以下「適用日」という。）
前に教育職員免許法第10条第１項第２号に該当することにより免許状がその効力を失った
者又は同法第11条第１項若しくは第３項の規定により免許状取上げの処分を受けた者につ
いては、適用しない。

３ 改正後の施行細則別記第15号様式の規定は、適用日後に教育職員免許法第10条第１項第
２号に規定する処分を受け、又は解雇された者について適用し、適用日前に同号に規定す
る処分を受け、又は解雇された者については、なお従前の例による。

毎月２回発行 発 行 北海道教育委員会


